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指定管理者の選定結果 
 

 

第１ 笠間市児童館に係る指定管理者選定結果 

 

１ 施設概要 

（１）名  称   笠間市児童館 

（２）所 在 地   笠間市南友部１９６６番地１ 

（３）設置目的   児童に健全な遊びを与えることにより，その健康を増進し，又は情操を豊かにする

こと 

（４）設置根拠   笠間市児童館の設置及び管理に関する条例 

（５）施設概要   遊戯室，集会室兼幼児室，創作活動室，図書室，授乳室，相談静養室，事務室， 

倉庫 

（６）施設所管課  福祉部子ども福祉課 

 

２ 主な募集内容 

（１）指定期間    平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（２）管理運営業務   ① 健全な遊びを通しての児童の集団的，個別的な生活指導  

② 児童の運動を通しての健康と体力の増進指導  

③ 文化活動，芸術活動等を通しての情操を豊かにするための指導  

④ 児童に関する地域組織活動の育成及び助長  

⑤ 子育てを行う家庭の支援に関する事業  

⑥ その他児童の健全育成に必要な事業  

⑦ 施設及び設備の維持管理に関する業務  

⑧ 笠間市地域子育て支援センター事業実施要綱（平成18年笠間市告示第52号）

に基づく事業等に関すること。  

（３）管理経費        管理運営業務の対価として指定管理者に対して指定管理料を支払う。            

 

３ 募集経過 

（１）募集概要 

    公募・非公募の別   公募 

（２）募集結果 

    申請団体       シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

 

４ 選定経過 

  施設所管課による選考の後，笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い，施設所管課の選考

結果や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定基準 

   募集要項で提示した，選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。 

 

審 査 項 目 基準点 

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。 

利用者の平等利用が確保されているか。 

１０ 
利用者本位のサービスが提供されているか。 

 

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

施設の設置目的や性格を十分理解した計画の

内容か。 

２０ 

適切な施設の維持管理が確保されているか。 

利用者の増，利便性・サービス向上（サービ

スの質の確保）のための適切な方策等が講じ

られているか。 
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③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

効率的な管理運営のため，経費縮減の具体的

な方策を講じているか。 

 １０ 

安定した経営基盤を有しているか。 

 

④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

効果的・効率的な管理運営の体制か。事業計

画に沿った管理を行う能力があるか。 

３５ 

収支計画は妥当か。 

 

同種(類似)施設の管理業務の実績があり，管

理運営業務に係る相当の知識及び指導員等を

確保しているか。 

個人情報を適切に管理できるか。 

 

適切な指導員等の配置計画となっているか。

研修の内容は適切か。 

災害時・緊急時の対応体制が整っているか。

通報体制等の防犯対策及び防災対策のための

具体的な方策が講じられているか。 

⑤ 自主事業の内容が，施設の設置目的

を理解した内容となっているか。 

遊びを通して児童の集団的，個別的な生活指

導や健康と体力の増進指導が可能であるか。 

２５ 

情操を豊かにするための指導が可能であるか。 

 

子育て支援に資する事業であるか。 

 

地域組織活動の育成及び助長が可能である

か。 

民間経営の独自性があるか。 

 

合 計 １００ 

 

（２）施設所管課の選考 

   申請書類審査，申請団体からのヒアリング等により，選定基準に基づいて評価を行った。 

 

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議 

  ア 審議会概要 

① 日   時   平成２６年８月２９日（金） 

        午後１時４５分から午後２時５５分まで 

        （審議会委員による現地視察：平成２６年８月１９日（火）実施） 

② 場   所   笠間市役所 大会議室 

③ 審議会委員   別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり 

④ 審 議 委 員   ９名 

 

  イ 審議経過 

    申請書類審査，申請団体によるプレゼンテーション，申請団体に対する質疑，施設所管課による

選考の説明及び施設所管課に対する質疑の後，選定基準に基づき，各委員において総合的な評価を

行った。 

 

  ウ 審議会の判断 

   笠間市児童館は，児童に健全な遊びを与えることにより，その健康を増進し，又は情操を豊かに

することを設置目的としている。 

    指定管理者候補者の選定に関する審議に当たっては，設置目的に則して施設所管課において定め 

   た選定基準（募集要項に提示）に基づいて，審議会委員各自の視点により採点及び判定を行い，笠 

   間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規定により，審議会の議事は，出席し 



 - 3 - 

   た委員の過半数で決することとしているため，議長を除く出席委員で決を採った。 

その結果，採決に加わった８名全委員が，シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を指定 

管理者候補者として可と判断した。 

 

     ※ 評価傾向 

     ・選定基準１８項目中「利用者本位のサービスが提供されているか。」「同種施設の管理業 

務の実績があり，管理運営業務に係る相当の知識及び指導員等を確保しているか。」な 

どの５項目について過半数の委員が優れていると評価しており，自主事業が「子育て支 

援事業に資する事業であるか。」の項目については全委員が優れていると評価した。 

  

  エ 審議会の結論 

    申請団体を審議した上で採決した結果により，シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が， 

笠間市児童館の指定管理候補者として適当である。 

 

    ○付帯意見   特になし。 

  

 

５ 選定結果 

 

指定管理者候補者名 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

主な選定理由 

これまでの管理実績及び提案された事業計画から，施

設の管理目的に合致し，利用者本位のサービスが提供

され，また施設の管理運営体制が安定的，継続的に確

保できると判断したため。 

 

 

 

６ 指定管理者の指定 

 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までを指定期間とする指定管理者候補者を，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，市議会の議決（平成２６年１１月１２日）を経て，指定

管理者に指定した（平成２６年１１月１２日告示）。 

指定管理者の指定をした日 平成２６年１１月１２日 

公の施設の名称 笠間市児童館 

指定管理者に指定した団体 

の名称，代表者及び事務所 

の所在地 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

茨城営業所 菊池幸雄 

茨城県牛久市栄町３丁目１８６番地 長谷川ビル２Ｆ 

指定管理者の指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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第２ 笠間駅北口自転車駐車場及び駐車場に係る指定管理者選定結果 

 

１ 施設概要 

（１）名  称   笠間駅北口自転車駐車場 

笠間駅北口駐車場 

（２）所 在 地   笠間市下市毛２８８番地１０ 

（３）設置目的   駅周辺の環境整備を図るとともに，自転車利用者の利便に資すること 

市民及び観光客の利便に資すること 

（４）設置根拠   笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 

          笠間市営駅前駐車場の設置及び管理に関する条例 

（５）敷地面積   ２，３７５．０７㎡ 

（６）施設の概要等 収容台数 

           自転車      ３１１台 

           バイク       １０台 

           普通・軽自動車   ７３台 

（７）施設所管課  市民生活部 市民活動課 

 

２ 主な募集内容 

（１）指定期間    平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（２）管理運営業務  ① 駐車場の使用許可に関する業務 

           ② 駐車場の使用料の徴収に関する業務 

           ③ 駐車場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

           ④ その他市長が必要と認める業務 

（３）管理経費    管理運営業務の対価として，指定管理者に対して年度協定書において定めた指定

管理料を支払う。 

            

３ 募集経過 

（１）募集概要 

    公募・非公募の別   非公募 

（２）募集結果 

    申請団体       一般社団法人 笠間観光協会 

 

４ 選定経過 

  施設所管課による選考の後，笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い，施設所管課の選考

結果や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定基準 

   募集要項で提示した，選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。 

 

審 査 項 目 基準点 

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。 

市民の平等利用が確保されているか。 

３０ 
利用者本位のサービスが提供されているか。 

 

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

施設の設置目的や性格を十分理解した計画の

内容か。 

２０ 
適切な施設の維持管理が確保されているか。 

利用者の増に向け適切な計画を有している

か。 

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

効率的な管理運営が行われるか。 

 
２０ 

安定した経営基盤を有しているか。 
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④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

効果的・効率的な管理運営の体制か。 

 

３０ 

収支計画は妥当か。 

 

類似施設における相当の知識又は管理実績を

有しているか。 

指定管理業務に必要な相当の知識及び経験を

有する適切な人材を確保しているか。 

適切に個人情報を管理できるか。 

 

合 計 １００ 

 

（２）施設所管課の選考 

   申請書類審査，申請団体からのヒアリング等により，選定基準に基づいて評価を行った。 

 

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議 

  ア 審議会概要 

① 日   時   平成２６年８月２９日（金） 

        午後２時５６分から午後３時５５分まで 

        （審議会委員による現地視察：平成２６年８月１９日（火）実施） 

② 場   所   笠間市役所 大会議室 

③ 審議会委員   別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり 

④ 審 議 委 員   ９名 

 

  イ 審議経過 

    申請書類審査，申請団体によるプレゼンテーション，申請団体に対する質疑，施設所管課による

選考の説明及び施設所管課に対する質疑の後，選定基準に基づき，各委員において総合的な評価を

行った。 

 

  ウ 審議会の判断 

   笠間駅北口自転車駐車場は，周辺の環境整備を図るとともに，自転車利用者の利便に資すること，

笠間駅北口駐車場は，市民及び観光客の利便に資することを設置目的としている。 

    指定管理者候補者の選定に関する審議に当たっては，設置目的に則して施設所管課において定め 

   た選定基準（募集要項に提示）に基づいて，審議会委員各自の視点により採点及び判定を行い，笠 

   間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規定により，審議会の議事は，出席し 

   た委員の過半数で決することとしているため，議長を除く出席委員で決を採った。 

その結果，採決に加わった８名全委員が，一般社団法人 笠間観光協会を指定管理者候補者とし 

   て可と判断した。 

 

     ※ 評価傾向 

     ・選定基準１２項目中「利用者の平等利用が確保されているか。」などの７項目について 

全委員が普通以上と評価しており，そのうち「類似施設における相当の知識又は管理実 

績を有しているか。」の項目については半数の委員が優れていると評価した。 

   

 

  エ 審議会の結論 

    申請団体を審議したうえで採決した結果により，一般社団法人 笠間観光協会が，笠間駅北口自 

転車駐車場，笠間駅北口駐車場の指定管理候補者として適当である。 

 

    ○付帯意見   特になし。 
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５ 選定結果 

 

指定管理者候補者名 一般社団法人 笠間観光協会 

主な選定理由 

平成１９年度から，観光案内所に駐車場の管理事務

所を置き，指定管理者として業務を行っており，管

理事務所の共同使用や駐車場管理と観光案内業務

が兼務でき，経費の縮減が図られる。 

長年の経験と適正な管理運営を行ってきた実績を踏ま

え，引き続き選定した。 

 

 

６ 指定管理者の指定 

 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までを指定期間とする指定管理者候補者を，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，市議会の議決（平成２６年１１月１２日）を経て，指定

管理者に指定した（平成２６年１１月１２日告示）。 

指定管理者の指定をした日 平成２６年１１月１２日 

公の施設の名称 
笠間駅北口自転車駐車場 

笠間駅北口駐車場 

指定管理者に指定した団体 

の名称，代表者及び事務所 

の所在地 

一般社団法人 笠間観光協会  

会長 増渕 浩二 

笠間市笠間１３５７番地１ 

指定管理者の指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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第３ 稲田駅前自転車駐車場，稲田駅前駐車場，福原駅前駐車場に係る指定管理者選定結果 

 

１ 施設概要 

（１）名  称   稲田駅前自転車駐車場 笠間市稲田２３０７－９ 

所 在 地   稲田駅前駐車場    笠間市稲田２３０７－１２ 

福原駅前駐車場    笠間市福原２１２９－１９ 

（２）設置目的   駅周辺の環境整備を図るとともに，自転車利用者の利便に資すること 

市民及び観光客の利便に資すること 

（３）設置根拠   笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 

          笠間市営駅前駐車場の設置及び管理に関する条例 

（４）敷地面積   ４，１０５．５ ㎡ 

（５）施設の概要等 収容台数 

           自転車      ８４台 

           バイク      １１台 

           普通・軽自動車  ８６台 

（６）施設所管課  市民生活部 市民活動課 

 

２ 主な募集内容 

（１）指定期間    平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（２）管理運営業務   ① 駐車場の使用許可に関する業務 

           ② 駐車場の使用料の徴収に関する業務 

           ③ 駐車場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

           ④ その他市長が必要と認める業務 

（３）管理経費    管理運営業務の対価として，指定管理者に対して年度協定書において定めた指定

管理料を支払う。 

          
３ 募集経過 

（１）募集概要 

    公募・非公募の別   非公募 

（２）募集結果 

    申請団体       ＪＲＯＢ会 

 

４ 選定経過 

  施設所管課による選考の後，笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い，施設所管課の選考

結果や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定基準 

   募集要項で提示した，選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。 

 

審 査 項 目 基準点 

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。 

市民の平等利用が確保されているか。 

３０ 
利用者本位のサービスが提供されているか。 

 

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

施設の設置目的や性格を十分理解した計画の

内容か。 

２０ 
適切な施設の維持管理が確保されているか。 

利用者の増に向け適切な計画を有している

か。 

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

効率的な管理運営が行われるか。 

 ２０ 

安定した経営基盤を有しているか。 
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④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

効果的・効率的な管理運営の体制か。 

 

３０ 

収支計画は妥当か。 

 

類似施設における相当の知識又は管理実績を

有しているか。 

指定管理業務に必要な相当の知識及び経験を

有する適切な人材を確保しているか。 

適切に個人情報を管理できるか。 

 

合 計 １００ 

 

 

（２）施設所管課の選考 

   申請書類審査，申請団体からのヒアリング等により，選定基準に基づいて評価を行った。 

 

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議 

  ア 審議会概要 

① 日   時   平成２６年８月２９日（金） 

        午後４時０５分から午後４時４５分まで 

        （審議会委員による現地視察：平成２６年８月１９日（火）実施） 

② 場   所   笠間市役所 大会議室 

③ 審議会委員   別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり 

④ 審 議 委 員   ９名 

 

  イ 審議経過 

    申請書類審査，申請団体によるプレゼンテーション，申請団体に対する質疑，施設所管課による

選考の説明及び施設所管課に対する質疑の後，選定基準に基づき，各委員において総合的な評価を

行った。 

 

  ウ 審議会の判断 

   稲田駅前自転車駐車場は，周辺の環境整備を図るとともに，自転車利用者の利便に資すること，

稲田駅前駐車場及び福原駅前駐車場は，市民及び観光客の利便に資することを設置目的としている。 

    指定管理者候補者の選定に関する審議に当たっては，設置目的に則して施設所管課において定め 

   た選定基準（募集要項に提示）に基づいて，審議会委員各自の視点により採点及び判定を行い，笠 

   間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規定により，審議会の議事は，出席し 

   た委員の過半数で決することとしているため，議長を除く出席委員で決を採った。 

その結果，採決に加わった８名全委員が，ＪＲＯＢ会を指定管理者候補者として可と判断した。 

 

     ※ 評価傾向 

     ・選定基準１２項目中「利用者の平等利用が確保されているか。」などの１０項目につい 

て全委員が普通以上と評価しており，そのうち「類似施設における相当の知識又は管理 

実績を有しているか。」など４項目については半数の委員が優れていると評価した。 

  

  エ 審議会の結論 

    申請団体を審議したうえで採決した結果により，ＪＲＯＢ会が，稲田駅前自転車駐車場，稲田駅 

前駐車場，福原駅前駐車場の指定管理候補者として適当である。 

 

    ○付帯意見   特になし。 
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５ 選定結果 

 

指定管理者候補者名 ＪＲＯＢ会 

主な選定理由 

平成１９年度から，指定管理者として業務を行って

おり，駅舎を利用して，乗車券委託販売業務と駐車

場管理業務を兼務することで，経費の縮減が図られ

る。 

長年の経験と適正な管理運営を行ってきた実績を踏ま

え，引き続き選定した。 

 

 

６ 指定管理者の指定 

 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までを指定期間とする指定管理者候補者を，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，市議会の議決（平成２６年１１月１２日）を経て，指定

管理者に指定した（平成２６年１１月１２日告示）。 

指定管理者の指定をした日 平成２６年１１月１２日 

公の施設の名称 
稲田駅前自転車駐車場，稲田駅前駐車場， 

福原駅前駐車場 

指定管理者に指定した団体 

の名称，代表者及び事務所 

の所在地 

ＪＲＯＢ会 

代表 石崎 忠夫 

笠間市笠間２５４９番地２ 

指定管理者の指定の期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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第４ 笠間の家に係る指定管理者選定結果 

 

１ 施設概要 

（１）名  称   笠間の家 

（２）所 在 地   笠間市下市毛７９番地９ 

（３）設置目的   陶芸家の故里中英人氏のアトリエ兼居宅の寄付を受けたことに伴い，日本を代表す

る建築家伊東豊雄氏の作品でもある旧里中英人邸の保存及び活用を図るとともに，

地域活性化及び市民と都市住民との交流の促進のため。 

（４）設置根拠   笠間の家の設置及び管理に関する条例 

（５）施設の概要等 ギャラリー，書斎，居間，厨房，創作工房，窯場，トイレ等 

（６）施設所管課  都市建設部 まちづくり推進課 

 

２ 主な募集内容 

（１）指定期間    平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

（２）管理運営業務   ① 地域活性化の促進に関すること 

           ② 市民と都市住民との交流の促進に関すること 

           ③ 笠間市の産業の振興に資する工芸品の制作，展示及び販売に関すること 

       ④ 施設の使用の許可及び使用料の徴収に関すること 

           ⑤ 施設及び設備の維持管理に関すること 

                 ⑥  その他市長が必要と認めること 

（３）管理経費    管理運営業務の対価として，指定管理者に対して年度協定書において定めた指定

管理料を支払う。 

          
３ 募集経過 

（１）募集概要 

    公募・非公募の別   公募 

（２）募集結果 

    申請団体       ＮＰＯ法人グラウンドワーク笠間 

               ＮＰＯ法人いばらきの魅力を伝える会 

               生活ネットいばらき 

               笠間焼協同組合 

 

４ 選定経過 

  施設所管課による選考の後，笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い，施設所管課の選考

結果や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。 

 

（１）選定基準 

   募集要項で提示した，選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。 

 

審 査 項 目 基準点 

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。 

利用者の平等利用が確保されているか。 

１０ 
利用者本位のサービスが提供されているか。 

 

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 

施設の設置目的や性格を十分理解した計画の

内容か。 

２０ 

適切な施設の維持管理が確保されているか。 

利用者の増及び利便性・サービス向上（サー

ビスの質の確保）等のための適切な方策が講

じられているか。 

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

効率的な管理運営が行われるか。 

 １０ 

安定した経営基盤を有しているか。 
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④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

効果的・効率的な管理運営の体制か。事業計

画に沿った管理を行う能力があるか。 

３５ 

収支計画は妥当か。 

 

類似施設における相当の知識又は管理実績を

有しているか。 

指定管理業務に必要な相当の知識及び経験を

有する適切な人材を確保しているか。 

適切に個人情報を管理できるか。 

 

災害時・緊急時の対応体制が整っているか。

通報体制等の防犯対策及び防災対策のための

具体的な方策が講じられているか。 

⑤ 

③� ④ 

自主事業の内容が，施設の設置目的

を理解した内容となっているか。 

本市の特色やニーズを踏まえた「笠間らしい」

事業であるか。 

２５ 

建築作品としての笠間の家のイメージに合っ

た事業であるか。 

陶芸家里中英人氏，建築家伊東豊雄氏のネー

ムバリューを有効的に活用しているか。 

地域組織との連携，作家の育成等に寄与する

事業であるか。 

民間経営の独自性があるか。 

 

合 計 １００ 

 

 

（２）施設所管課の選考 

   申請書類審査，申請団体からのヒアリング等により，選定基準に基づいて評価を行った。 

 

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議 

  ア 審議会概要 

① 日   時   平成２６年９月２５日（金）  

        午後１時３０分から午後４時３０分まで 

        （審議会委員による現地視察：平成２６年８月１９日（火）実施） 

② 場   所   笠間市役所 大会議室 

③ 審議会委員   別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり 

④ 審 議 委 員   ８名（欠席１名） 

 

  イ 審議経過 

    申請書類審査，申請団体によるプレゼンテーション，申請団体に対する質疑，施設所管課による

選考の説明及び施設所管課に対する質疑の後，選定基準に基づき，各委員において総合的な評価を

行った。 

 

  ウ 審議会の判断 

   笠間の家は，日本を代表する建築家伊東豊雄氏の作品でもある旧里中英人邸（笠間の家）の保存

及び活用を図るとともに，地域活性化及び市民と都市住民との交流の促進を設置目的としている。 

    指定管理者候補者の選定に関する審議に当たっては，設置目的に則して施設所管課において定め 

   た選定基準（募集要項に提示）に基づいて，審議会委員各自の視点により採点及び判定を行い，笠 

   間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規定により，審議会の議事は，出席し 

   た委員の過半数で決することとしているため，議長を除く出席委員で決を採った。 

その結果，下記のとおりとなり，ＮＰＯ法人 いばらきの魅力を伝える会を笠間の家の指定管理 

者候補者として適当と判断した。 
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ＮＰＯ法人 

グラウンド 

ワーク笠間 

ＮＰＯ法人 

いばらきの魅力を伝

える会 

生活ネット 

いばらき 
笠間焼協同組合 

指定管理者候補者と

して適当と判定した

委員数（７名）※ 

０ ５ ０ ２ 

※議長を除く。 

 

     ※ 各団体に対する評価傾向 

○ＮＰＯ法人 グラウンドワーク笠間 

       ・１８項目の審査項目中，「利用者の平等利用が確保されているか。」「利用者の増及び利

便性・サービス向上等のための適切な方策が講じられているか。」など９項目について，

全委員が普通以上と評価したが，過半数の委員が優れていると評価した項目はなかった。 

      ○ＮＰＯ法人 いばらきの魅力を伝える会 

・１８項目の審査項目中，「利用者本位のサービスが提供されているか。」など１２項目に

ついて，全委員が普通以上と評価し，「施設の設置目的や性格を十分理解した計画の内

容か。」「類似施設における相当の知識又は管理実績を有しているか。」「民間経営の独自

性があるか。」など８項目について，過半数の委員が優れていると評価した。 

      ○生活ネットいばらき 

       ・１８項目の審査項目中，「利用者の平等利用が確保されているか。」「利用者本位のサー

ビスが提供されているか。」など１４項目について，過半数の委員が普通と評価したが，

過半数の委員が優れていると評価した項目はなかった。 

○笠間焼協同組合 

       ・１８項目の審査項目中，「適切な施設の維持管理が確保されているか。」「安定した経営

基盤を有しているか。」など８項目について，全委員が普通以上と評価し，そのうち「地

域組織との連携，作家の育成等に寄与する事業であるか。」の項目については，過半数

の委員が優れていると評価した。 

  

  エ 審議会の結論 

    申請団体を審議したうえで採決した結果により，ＮＰＯ法人いばらきの魅力を伝える会が，笠間 

の家の指定管理候補者として適当である。 

 

    ○付帯意見   特になし。 

  

５ 選定結果 

 

指定管理者候補者名 ＮＰＯ法人いばらきの魅力を伝える会 

主な選定理由 

提案された事業計画書が施設の設置目的に合致し，事

業計画に沿った管理を安定して行う能力を有しており，

他類似施設の管理運営の実績及び利用者の増加に向け

た独自性のある事業計画を総合的に評価し，選定した。 

 

６ 指定管理者の指定 

 

   平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までを指定期間とする指定管理者候補者を，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，市議会の議決（平成２６年１１月１２日）を経て，指定

管理者に指定した（平成２６年１１月１２日告示）。 

指定管理者の指定をした日 平成２６年１１月１２日 

公の施設の名称 笠間の家 

指定管理者に指定した団体 

の名称，代表者及び事務所 

の所在地 

ＮＰＯ法人 いばらきの魅力を伝える会 

理事長 金澤 大介 

笠間市笠間２３７２番地５ 

指定管理者の指定の期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで 



 - 13 - 

（別添） 

笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿 

 

○笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第３条第１項第１号に規定する委員 

                                       （任期：Ｈ24.10.8～Ｈ26.10.7） 

 委 員 名 備 考 

１ 石川
いしかわ

  武
たけ

次
じ

 民間委員 

２ 小松
こまつ

﨑
ざき

  均
ひとし

 民間委員 

３ 鈴木
すずき

  くに子
こ

 民間委員 

４ 永井
ながい

  博子
ひろこ

 民間委員 

５ 有地
ありち

  克也
かつや

 民間委員 

 

 

○笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第３条第１項第２号に規定する委員 

 

 委 員 名 備 考 

１ 久須美
く す み

  忍
しのぶ

 笠間市副市長（会長） 

２ 橋本
はしもと

  正男
まさお

 笠間市市長公室長 

３ 塩畑
しおはた

  正志
まさし

 笠間市総務部長 

４ 園部
そのべ

  孝男
たかお

 笠間市教育委員会教育次長 

 


